
自動車技術総合機構からのお知らせ 
平成28年12月22日 

■「審査時における車両状態」とは次に掲げる全ての要件を満たすものをいいます。 

１．空車状態（積載物がない状態）の自動車に運転者１名が乗車した状態で 
  あること。 
 

２．原動機の作動中において、運転者が運転者席に着席した状態で容易に 
  識別できる位置に備える次に掲げるテルテールの識別表示が継続して 
  点灯又は点滅していない状態であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．原動機の作動中において、運転者席の運転者に警報するブザー類が継続 
  して吹鳴していない状態であること。 
 

４．受検車両に装着しているタイヤは応急用スペアタイヤでないこと。 

警告灯が点灯又は点滅 
している自動車について 

※ ご不明な点についてはお問い合わせください。 

 異常等が生じている自動車については修理後に審査す
ることを明確にするため、「審査時における車両状態」
として以下の事項を規定しました。 
 平成29年2月以降、これに該当しない受検車両につ
いては審査を行いませんので、確実に修理した後に検査
コースに持ち込んでいただきますようよろしくお願いい
たします。 
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